
業が多いですが、いずれ義務化

されると思われます。中小企業

では、自社に直接的に労働力と

して貢献してもらうなど、大企

業とは違った対応が必要とさ

れると思われますので、対応の

検討は早いほうがよいでしょ

う。 

コロナ禍でも、運送業などで

は人手不足感が強いようです

ので、業種によっては高齢労働

者の活用はより切実な問題と

なっています。 

 

◆マルチジョブホルダー制度 

高齢者の働き方に関連して、

65 歳以上の労働者に関する新

しい制度（マルチジョブホルダ

ー制度）が、１月から始まって

います。 

複数の事業所で勤務する 65

歳以上の労働者が、そのうち２

つの事業所での勤務を合計し

て所定の要件を満たす場合に、

労働者本人がハローワークへ

の申出を行った日から特例的

に雇用保険の被保険者となる

ことができる制度です。 

企業は、労働者からの申し出

があった場合には、「雇用保険

マルチジョブホルダー雇入・資

格取得届」への記入や雇用の事

実や所定労働時間などに関す

る証明資料の準備が必要とな

りますので、事前に確認してお

きましょう。 
 

【経団連「2021 年人事・労務に関する

トップ・マネジメント調査」】 

https://www.keidanren.or.jp/policy/

2022/008.html 

 

 

４月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得

届の提出＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所

得者異動届出書の提出［市

区町村］ 

 

5 月 2 日 

○ 預金管理状況報告の提出

［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜

休業４日未満、１月～３月

分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税

均等割の申告納付［都道府

県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の

納付＜第 1 期＞［郵便局ま

たは銀行］ 

※都・市町村によっては異

なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価

格等縦覧帳簿の縦覧期間 

（4 月 1 日から 20 日または

第 1 期目の納期限までのいず

れか遅い日以降の日までの期

間） 

 

★当事務所よりひと言★ 
別紙チラシの通り、令和４年

度の雇用保険料率が、引き上げ

られます。今年度は、令和４年

４月１日～９月 30 日の分と

令和４年 10 月１日～令和５

年３月 31 日との分で保険料

率が変わりますので、労働保険

の年度更新や給料計算におい

て注意が必要となります。 

ご不明な点がございました

らいつでもご相談下さい。 

 

です。その際は、①顧客等の

要求内容に妥当性はあるか、

②要求を実現するための手

段・態様が社会通念に照らし

て相当な範囲か、という観点

が有用です。 

 

◆何から始める？ 

厚生労働省から示されてい

るカスハラ対策の基本的な枠

組みは、以下の通りです。 

【事前の準備】 

① 事業主の基本方針・基本姿

勢の明確化、従業員への周

知・啓発 

② 従業員（被害者）のための

相談対応体制の整備 

③ 対応方法、手順の策定 

④ 社内対応ルールの従業員

等への教育・研修 

【実際に起こったら】 

⑤ 事実関係の正確な確認と

事案への対応 

⑥ 従業員への配慮の措置 

⑦ 再発防止のための取組み 

⑧ その他の措置 

 自社でどのような事例が起

こり得るか、現場を含めて検討

し、社内でしっかり準備してお

きましょう。  
【厚生労働省｢カスタマーハラスメン

ト対策企業マニュアル｣等を作成しまし

た！】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newp

age_24067.html 

 

 

70歳までの高年齢者 
就業確保措置の実施状況 
 

◆70 歳までの高年齢者就業

確保措置 

改正高年齢者雇用安定法

（2021 年４月施行）により、

定年を 70 歳に延長するなど

の「就業確保措置」が努力義務

として定められています。 

経団連が行った調査による

と、70 歳までの高年齢者就業

確保措置について対応済みと

回答した企業は 21.5％だっ

たそうです。具体的には回答

が多い順に、「検討する予定」

38.6％、「対応を検討中」

29.5％、「対応済み（決定済

みを含む）」21.5％、「検討

していない（予定なしを含

む）」が 10.4％となっていま

す。 

 

◆中小企業でも早めの対策

を 

70 歳までの高年齢者就業

確保措置は、現時点では努力

義務であるため、上記のアン

ケートでもまだ検討予定の企

企業で取り組む 
カスハラ対策 
 
◆カスタマーハラスメント

とは？ 

 カスタマーハラスメント

（以下、カスハラ）とは、顧客

等からの暴行、脅迫、ひどい暴

言、不当な要求等の著しい迷

惑行為を指します。令和２年

１月に「事業主が職場におけ

る優越的な関係を背景とした

言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等に

ついての指針」が策定され、カ

スハラに関して、事業主は、相

談に応じ、適切に対応するた

めの体制の整備や被害者への

配慮の取組みを行うことが望

ましいこと、また、被害を防止

するための取組みを行うこと

が有効であること等が定めら

れました。 

 

◆判断基準は企業内で統一 

「これってカスハラ？」と

従業員が思ったときに、判断

基準が曖昧では、対応に遅れ

が出てしまいます。各企業

で、あらかじめ判断基準を明

確にしたうえで、企業内の考

え方、対応方針を統一して現

場と共有しておくことが重要
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